
 

 

 
 

ＳＤＧｓの普及啓発を図るとともに、相模原市の魅力の向上、観光の振興、シビックプライドの醸

成を図ることを目的として、相模原市をフィールドに、見学や体験等を通じてＳＤＧｓについて理

解を深めることの出来る事業を実施する事業者への補助事業を開始しますので、お知らせします。 
 

１ 補助金の名称 

   相模原市ＳＤＧｓツーリズム推進事業補助金 
 

２ 補助対象者 

  ・旅行業者 

  ・相模原市内でＳＤＧｓに関する学びを提供できる 

事業者（法人、個人事業主）又は団体等 
 

３ 補助率 

  補助対象経費の２／３以内（最大３０万円） 
 

４ 補助対象となる事業のイメージ 

   ・SDGs に関する学びのある施設や工場の見学 

  ・森林体験や農業体験、生き物とのふれあいなど、ＳＤＧｓと関連のある体験型事業 

  ・その他、地産地消、エネルギー、先端技術など、相模原市の地域資源を生かしてＳＤＧｓに関す

る学びを得られる事業 
 

5 申請受付 

  令和５年７月２８日（金）～令和６年１月３１日（水） 

  ※予算の上限に達し次第終了となります。 
 

６ 申請方法 

  必要書類を相模原市ＳＤＧｓ特設サイトから 

ダウンロードし、電子メール又は郵送にて 

みんなのＳＤＧｓ推進課にご提出ください。 
 

７ その他  

  詳細は相模原市 SDGs 特設サイトをご覧ください。 

   https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgstourism 

 

 

相模原市をフィールドに SDGs を学べるツアー等を開催する事業者への 

補助を実施します！ 

令和５年７月２８日 

相模原市発表資料 

問い合わせ先 

みんなのＳＤＧｓ推進課 

電話 042-769-9224   

提出先 

メール：sdgs@city.sagamihara.kanagawa.jp 

郵送 

〒252-5277 相模原市中央区中央 2-11-15 

      相模原市みんなの SDGs 推進課 宛 

https://sdgs.city.sagamihara.kanagawa.jp/sdgstourism
mailto:sdgs@city.sagamihara.kanagawa.jp


SDGsツーリズム推進事業補助金
相模原市

相模原市をフィールドに実施する、体験や見学等を通じてSDGsについての

理解を深める事業に対して補助を行います。

30万円補助額

最大

補助率 ２/３
以内

令和５年度

補助対象者
・旅行業法第３条に規定する旅行業者

・相模原市でＳＤＧｓに関する学びを提供できる事業者 （法人、個人事業主）

又は団体等

補助対象事業
相模原市内で実施されるとともに、相模原市の地域資源等を活用し、参加

者が、見学や体験等を通じてＳＤＧｓの理念やＳＤＧｓの１７のゴールについ

ての理解を深めることのできる事業

申請受付期間 令和５年７月２８日（金）～令和６年１月３１日（水）

※予算の上限に達し次第終了となります。

その他 申請方法その他詳細は市SDGs特設サイトをご確認ください。

・問合せ 相模原市みんなのSDGs推進課
・042-769-9224
sdgs@city.sagamihara.kanagawa.jp


